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阿倍野区地域福祉推進会議開催要綱 

 

 

（目的） 

第１条 阿倍野区の地域福祉に関する情報交換、課題集約を行い、地域福祉の

向上を推進するため、阿倍野区地域福祉推進会議（以下、「推進会議」とい

う。）を開催する。 

 

（会議の委員） 

第２条 委員は、別表１に掲げる団体等の代表者もしくは、団体等が指名する

者とする。指名する委員は、団体等ごとに各１名とする。 

 

（座長） 

第３条 会議の座長は、委員の互選により定める。 

２ 座長は、会議の議事を進行する。 

３ 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を

代理する。 

 

（会議） 

第４条 推進会議は、案件ごとに座長が招集し開催する。 

２ 座長は、別表１に掲げる団体等の委員を各分野から指名し、招集する。 

３ 座長は、前項の委員指名の際には、公平公正かつ効率的な議事運営が達成

できるよう構成しなければならない。 

４ 座長は、委員以外の者の出席を求め、その意見等を求めることができる。 

５ 座長は、必要に応じ推進会議において集約した課題等を区政会議「福祉・

健康づくり部会」へ報告する。 

 

（専門部会） 

第５条 推進会議には、別表２に掲げる専門部会を設ける。 

２ 専門部会は、各々の開催要綱等の規定により活動を行い、地域福祉にかか

る課題等については、推進会議において共有する。 
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（事務局） 

第６条 推進会議の事務局は、阿倍野区保健福祉センターにおく。推進会議に

関する事務は、阿倍野区保健福祉センターと阿倍野区社会福祉協議会が、共

同して担任する。 

 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行に伴い、阿倍野区地域福祉調整チーム設置要綱（平成 25

年７月１日施行）は廃止する。 

附 則 

１ この要綱の一部を改正し、平成 29年６月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱の一部を改正し、平成 30年６月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱の一部を改正し、令和元年５月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱の一部を改正し、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱の一部を改正し、令和６年４月１日から施行する。 
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別 表 １                        （ 順不同 ） 

○地域団体関係 

阿倍野区地域振興会、阿倍野区各地域活動協議会、阿倍野区民生委員児童委

員協議会、阿倍野区人権啓発推進協議会、阿倍野区老人クラブ連合会、阿倍

野区身体障害者団体協議会、阿倍野区母と子の共励会、阿倍野地区保護司会 

 

○保健・医療・福祉関係機関 

阿倍野区医師会、阿倍野歯科医師会、阿倍野区薬剤師会、阿倍野区を圏域と

する地域包括支援センター、阿倍野区社会福祉協議会、座長の指名する社会

福祉法人、阿倍野区社会福祉施設連絡会、母子生活支援施設、阿倍野区作業

所連絡会、阿倍野区居宅介護支援事業者連絡会、障がい者基幹相談支援セン

ター 

 

○子育て支援・学校園関係 

 阿倍野区私立保育園連盟、阿倍野区私立幼稚園連合会、阿倍野区市立保育

所、阿倍野区市立幼稚園、阿倍野区市立小学校、阿倍野区市立中学校 

 

○行政関係 

 阿倍野警察署、阿倍野消防署、阿倍野区保健福祉センター 

 

別 表２ 

○障がい者支援 

阿倍野区地域自立支援協議会 

○高齢者支援 

阿倍野区地域包括支援センター運営協議会 

○子育て支援 

阿倍野区ひとり親家庭等支援部会 

阿倍野区要保護児童対策地域協議会 

○障がい者・高齢者虐待防止 

○児童虐待防止 

○その他 

阿倍野区地域ケア推進会議 


